
8 都環公環研第１８９号 

令和 8 年４月２７日 

 

スタートアップとの連携による研究力強化事業コーディネーター委託に関する募集要項 

 

１ 目的 

気候危機の一層の深刻化、サーキュラーエコノミーへの移行、生物多様性の損失、水・大気環境の

変化など、多様化・複雑化する環境課題の解決に向けて、都の環境施策の充実・強化に向けた科学的

知見の提供等を行う東京都環境科学研究所（以下「委託者」という。）は、先進的な技術や製品・サ

ービスを有するスタートアップ等（以下「ＳＵ等」という。）と連携し、研究力の強化を図る必要が

ある。 

本委託では、委託者とＳＵ等との連携事業の実施に向けて、委託者の研究力強化に資する先進的な

技術や製品・サービスを有するＳＵ等の発掘・公募や連携事業の円滑な実施を支援するコーディネー

ターを募集する。 

 

２ 委託業務の概要 

（1）件名 

スタートアップとの連携による研究力強化事業コーディネーター委託 

（2）履行場所 

公益財団法人東京都環境公社 東京都環境科学研究所が指定する場所 

（3）履行期間 

契約締結の日から令和９年３月 31日まで 

（4）業務内容 

別添「仕様書」のとおり 

（5）契約上限額 

￥80,000,000-（税込） 

 

３ 選定スケジュール 

実施項目 実施時期・期間 

① 公募・申込受付 
令和８年４月 30日（木）から 

令和８年５月 18日（月）16時まで 

② 質疑受付 
令和８年５月 18日（月）16時から 

令和８年５月 25日（月）16時まで 

③ 質疑回答（電子メールにて一斉回答） 令和８年５月 27日（水） 

④ 提案書等受付 
令和８年５月 18日（月）16時から 

令和８年６月８日（月）16時まで 

⑤ 審査会 令和８年６月 16日～24日のうち 1営業日 

⑥ 審査結果通知（予定） 令和８年６月 26日（金） 
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４ 企画提案の応募資格 

応募する事業者は、次の条件を全て満たすものとする。 

（1）本業務を遂行するために必要とされる資格・業務経験を有する者を配置することができる者であ

ること。 

（2）本業務を円滑に遂行するために必要な体制を確保できる者であること。 

（3）東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要項（平成 18 年４月１日付 17 財経総第 1543 号）

に基づく指名停止又は競争入札参加資格の取り消しの期間中でないこと。 

（4）次に掲げる個人又は団体でないこと。 

ア 暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23年東京都条例第 54号。以下「暴排条例」という。）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関

係者をいう。以下同じ。） 

ウ 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に

該当する者があるもの 

エ 東京都契約関係暴力団等対策措置要項（昭和 62年１月 14日付 61財経庶第 922号）第５条第

１項の規定に基づく排除措置の期間中である者 

 

５ 応募方法 

応募者は、応募申請書１部（様式１）を「３ 選定スケジュール ①公募・申込受付」の期日までに

下記に記載の提出先に提出する。（必着） 

（1）提出先 

〒136-0075 東京都江東区新砂 1-7-5 

公益財団法人東京都環境公社 東京都環境科学研究所 

研究調整課 スタートアップ事業担当 

【提出先メールアドレス】kenkyukikaku-su@tokyokankyo.jp 

 

（2）提出方法 

電子メール（PDF形式）にて提出すること。 

 

６ 質疑の受付と回答 

（1）質疑受付期間と回答 

・質疑は、「３ 選定スケジュール ②質疑受付」の期日までに 質問票（様式２）により行うこ

と。 

・質疑に対する回答は、「３ 選定スケジュール ③質疑回答」の期日に、応募者全員にメールに

て通知する。  

（2）質問票の提出方法  

電子メールにて提出すること。  

【提出先メールアドレス】kenkyukikaku-su@tokyokankyo.jp 

なお、本募集期間中における電話やファックスによる質問は、一切受け付けない。 

mailto:kenkyukikaku-su@tokyokankyo.jp
mailto:kenkyukikaku-su@tokyokankyo.jp
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７ 提案書等の提出 

応募者は、次の資料を作成し、期間内に提出すること。 また、本選考は業務適格者を選定するもの

であるため、具体的な作業は、企画提案書等に記載された内容を反映しつつも、発注者との協議に基

づいて実施する。  

（1）提出書類一覧 

ア 企画提案書等提出届（様式３）・・・・・Ａ４縦 1枚 １部 

所在地、会社名を記入するとともに代表者印を記載し押印すること。 

イ 会社概要書（様式４）・・・・・Ａ４縦１枚 2部 

令和８年４月１日現在の状況を記載すること。 

ウ 企画提案書・・・・・Ａ４横 12部（社名入り２部、社名無し 10部） 

下記 (ア) ～ (エ) を合わせて 20ページまで 

様式は任意とし、左上 1箇所をホチキス止めして作成すること。 

(ア) 表紙・・・1ページ 

(イ) 本委託業務に対しての全体概要・・・1ページ 

(ウ) 本委託業務に対しての企画案・・・17ページまで 

(エ) 実施スケジュール・・・1ページ 

エ 業務実績（様式５）・・・・・Ａ４縦２枚まで 12部（社名入り２部、社名無し 10部） 

令和８年４月１日を起点として、過去５年の間の発注による受託実績を記載すること。4件以

内とする。 

オ  本業務の実施体制と配置予定担当者の経歴（様式６） 

・・・・・Ａ４縦 1枚 12部（社名入り２部、社名無し 10部） 

カ  応募事業者の会計決算書（貸借対照表・損益計算書） 

・・・・・12部（社名入り２部、社名無し 10部） 

対象年度は令和 6年度及び令和 7年度の 2年間とする。 

キ 見積書（様式任意）・・・・・12部（社名入り２部、社名無し 10部） 

(ア) 見積書の宛名は、「公益財団法人 東京都環境公社 理事長」とする。 

(イ) 見積書に別紙「仕様書」５．業務の内容の内訳を作成すること。なお、内訳書がない

場合は、当該見積書を無効とする。 

(ウ) 内訳書に出精値引きを記載しないこと。 

   ク 注意事項 

提出書類ウ～キについて、提出部数 12 部のうち、10 部は応募者名（事業者名）を伏せるこ

と。また、応募者名（事業者名）の他に、印影、通称名、マスコットなど応募者名（事業者名）

を特定できるものを一切記載してはならない。 

（2）提出締切 

令和８年６月８日（月）16時まで（消印有効）  

（3）提出先 

〒136-0075 東京都江東区新砂 1-7-5 

公益財団法人東京都環境公社 東京都環境科学研究所 研究調整課 企画調査係 
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【提出先メールアドレス】kenkyukikaku-su@tokyokankyo.jp 

（4）提出方法  

郵送及びメール（PDF形式）にて提出すること。いずれも締切日必着とする。 

 

８ 審査基準 

（1）選考 

提出書類及び審査会におけるプレゼンテーションの内容をもとに審査を実施し、最も評価の高い

企画提案を採用する。 

（2）審査結果の通知 

採用又は不採用については、「３ 選定スケジュール ⑥審査結果通知（予定）」の期日までに

通知する。 

 （3）審査項目・審査の観点 

   別添「契約事業者選定基準」のとおり 

   

９ 審査会の実施 

 （1）日時 

   「３ 選定スケジュール ⑤審査会」の実施日に実施する。※詳細は別途通知する。 

 （2）実施方法 

   オンラインでのプレゼンテーション方式 

【注意事項】 

・プレゼンテーションは、事前に提出した企画提案書に基づき行うこと。 

（審査会当日、審査委員に対して事前提出書類以外の資料を配布することはできない。） 

・説明者は複数人であっても差し支えないが、当該業務を受託した際の責任者が中心となって行

うものとする。 

・各社の出席者は３名以内とする。 

 （3）審査時間 

   １社当たり 30分程度（説明 20分、質疑応答 10分程度） 

 （4）審査方法 

本募集要項「８ 審査基準」に沿い、合目的性及び効果性等について総合的に審査する。 

 （5）その他 

審査会の日時、実施方法等の詳細については、企画提案書等提出届（様式３）に記載の担当者宛

てに通知する。 

 

10 契約締結 

審査の結果、最も評価の高い企画提案の応募者と、本業務委託に係る契約を締結する。 

 

11 その他 

 （1）本委託業務の内容については、仕様書を参照すること。 

 （2）応募に係る費用は、全て応募者の負担とする。 
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（3）提出する企画提案は、１社につき１案とする。 

 （3）提出物は返却しない。 

 （4）採用された企画提案の提出物に係る所有権及び著作権（著作権法（昭和 45年法律第 48号））は

公社に帰属するものとする。なお、企画提案の実施に当たり、第三者の権利に係る著作物を利用

する場合においては、当該著作物に係る一切の権利処理は、採用された応募者の費用及び責任に

おいて行うものとする。 

 （5）本委託業務の契約については、最も評価の高い企画提案の応募者の見積額をもって契約締結す

る。契約締結に際し、公社は受託者と協議の上、予定経費内で提案内容の一部を修正することが

できるものとする。 

 （6）審査経過等に関する問い合わせには応じないとともに、審査結果についての異議申し立ては一切

受け付けない。 

 

12 企画提案書の提出及び本件に関する問合せ先 

〒136-0075 東京都江東区新砂 1-7-5 

公益財団法人東京都環境公社 東京都環境科学研究所 

研究調整課 企画調査係 

【提出先メールアドレス】kenkyukikaku-su@tokyokankyo.jp 

 

 

mailto:kenkyukikaku-su@tokyokankyo.jp

